
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� リビングニーズ特約による生前給付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：夫ががんになり、リビングニーズ特約

の給付金をもらいました。この給付金の取扱

いはどのようになりますか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：非課税所得になります。 

【解説】  

リビング・ニーズ特約による生前給付金は、

死亡保険金の前払的な性格を有しています

が、被保険者の余命が数か月以内と判断され

たことを支払事由としており、死亡を支払事

由とするものではないことからすれば、重度

の疾病に基因して支払われる保険金に該当

するものと認められます。 

所得税では、このような疾病により重度障

害の状態になったことなどに基因して支払

われる保険金は、非課税とされる保険金、損

害賠償金等に掲げる「身体の傷害に基因して

支払われる」保険金に該当するものとして取

り扱っていますことから、その保険金は非課

税所得となります。 

なお、生前給付金の支払を受けた後にその

受取人である被保険者が死亡した場合で、そ

の受けた給付金に未使用のものがあるとき

のその未使用部分については、本来の相続財

産として相続税の課税対象となり、この場合

には、相続税の非課税財産の規定の適用はあ

りませんので注意してください。    
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